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千葉地方裁判所長堀田 眞

司法行政文書の開示についての通知書

3月26日付け（同月29日受付）で申出のありました司法行政文書の開示につ

いて、下記のとおり情報を提供することとしましたので、通知します。

記

1 提供する司法行政文書の情報

「千葉地方裁判所及び管内簡易裁判所の令和4年度における裁判官の配置、裁

判事務の分配及び代理順序、開廷日割並びに司法行政事務の代理順序の定め」の

別表第1及び別表第2 （5月1日現在のもの） （片面で7枚）

2 提供しないこととした部分とその理由

1の情報には、個人識別情報が記載されており、 この情報は、行政機関情報公

開法第5条第1号に定める不開示情報に相当することから、 この情報が記載され

ている部分を提供しないこととした。

3 提供の実施方法

写しの送付

(担当）総務課文書係電話043 （333） 5237



【機密性2】

(別表第1）
令和4年度千葉地方裁判所民事部の裁判官の配置及び裁判事務の分配等

！ 口
50分の20

全割津再

HJ季

言崎陽
第一部の(3)股び(4

許4タテの11 万

鐸ぐ子-〃〕全‘

丑 割10 尋18ケチの4

同じ

部 裁判官の配置 裁判事務の分配及び割合 担当裁判官 開廷日等

民
事

第

一

部

判事（総）

4 、

判事

林康彦

篠原絵理

判事

首藤晴久

判事補
栗林 隼

●●

(法定合議事件）

(1)控訴事件
(2)労働に関する控訴事件(労働災害
に関する控訴事件を除く。 ．）

(3)抗告事件（民事保全事件及び民
事執行事件に係る抗告事件を除
く。 ）

(4)除斥事件及び忌避事件

(法定合議事件を除くその余の事件）

(5)第一審訴訟事件（(6)からmまで
の事件を除くその余の訴訟事
件）

(6)交通事故に関する損害賠償事件
及び自動車事故責任保険金事件

(7)手形・小切手に関する事件

(8)国家賠償事件
(9)知的財産権及び不正競争防止法
に関する事件

⑩大気汚染，水質汚濁，騒音振動
及び通風・日照阻害等の公害，
薬品及び食品等の製造物，航空
機又は船舶に関する損害賠償又
は差止めに関する事件

⑪民事調停事件（特定調停事件及
ぴ借地非訟付調停事件を除
く。 ）

⑫共通義務確認訴訟事件
側人身保護事件
⑭訴えの提起前における証拠収集
処分事件

⑬証拠保全事件
㈹共助事件

㈹労働に関する事件（労働災害に
関する事件を除く。 ）

⑱労働審判事件
側労働仮処分事件

60分の10

全部

4分の1

4分の1

18分の5

18分の5

18分の5

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

全 部

全 部

全 部

合議事件

小林

篠原

首藤

栗林

単独事件

康
絵
晴

彦
理
久
隼

小林康彦

篠．原絵理

首藤晴久

水

金

木
金

●
●
月
火



【機密性2】
(8)

言忘部の㈲から鵬Ⅷ"分の傭ゞ
(9)

⑲

伽

⑫

側

⑭訴えの提起前における証拠収集 4分の1
処分事件

㈹証拠保全事件 4分の1
m共助事件 4分の1

‘'露事故を理由とする損害賠償 全 部

判事補

久田皓士 晃
介
子

木
水
，
木
火

一
一

判事補

林 拓也

部

(法定合議事件）

(1)控訴事件

(2)行政処分の効力等を争点とする
私法上の法律関係に関する控訴
事件

(3)労働災害に関する控訴事件

圏王第一部の(3)及州と同じ

合議事件

内野俊

塚原洋

中畑洋

内藤秀

山部佑

判事（総）

内野俊夫

火・金

60分の20

全部
夫
一
輔
介
輝

民

判事

塚原洋一 全部

各4分の1

事

判事 ・

中畑洋輔 (法定合議事件を除くその余の事件）

|:|主薔石部の㈲か叩まで上
(9)

}言五部の㈲から伽…
側

伽

⑫

⑬

⑭
⑬訴えの提起前における証拠収集
処分事件

側証拠保全事件

伽共助事件 ．
、行政事件（行政処分の効力等を
争点とする私法上の法律関係に
関する事件を含む。 ）

⑲労働災害に関する事件

側独占禁止法に基づく事件（同事
件を本案とする保全事件を含
む。 ）

第 各18分の4

判事補（特）

内藤秀介 単独事件

内野俊

塚原洋

中畑洋

夫
一
輔

木
水
・
木
月

一
一
一

各4分の1

判事補（特）

山部佑輝

4分の1部

4分の1

4分の1

全 部

全
全
部
部

(1)民事保全事件（異議，取消事件
及び|日法事件を含む。ただし‘
独占禁止法に基づく事件を本案
とする保全事件及び労働仮処分
事件を除く。 ）

(2)配偶者暴力等に関する保護命令
事件

(3)民事執行事件（旧法事件及び旧
競売法による事件を含む｡)及び
これに付随する雑事件

(4)動産競売開始許可事件

(5)財産開示事件
(6)第三者からの情報取得事件

(1)～(18}合議事件
全 部中村さとみ

鈴木進介

山崎隆介

河合智史
高橋静子

判事（総）

中村さとみ

随 時

民 Q

判事

鈴木進介

事

判事

山崎隆介

第|慧事合智史



(7)氏事保全事件及び民事執行事f

に係る抗告事件並びにこれらli
付随する雑事件

(8)破産事件，民事再生事件，会*
更生事件，特別清算事件及びf
業担保権実行事件

(9)承認援助事件

⑩民事非訟事件及び商事非訟事f
（公示催告，過料を含む｡）

伽借地非訟事件(借地非訟付調停
事件を含む。 ）

⑫特定調停事件

⑬仮登記仮処分事件

⑭罹災都市借地借家臨時処理事f
鯛船舶所有者等音仔制限事件
⑱油濁等損害賠償責任制限事件
i1簡易確定事件

i3仲裁関係事仲

鋤謡鯉溝議耀霊湾
件，証拠保全事件及び共助事糾
尤,K全含 ､

壬間イP ‐ヰ

△
「

【留学中】

§I事補（桔
誉水杯

全 部

留学中】
童達／峰

(総）…部総括裁判官

(特）…特例判事補 ．

(兼）…兼補裁判官又は兼務配置裁判官
(職代）…職務代行裁判官
(代理）…代理裁判官

民
事
第
五
部

判事（総）

間 史恵

判事

鈴木秀雄

判事

吉田達二

判事補

野村詩穂

(法定合議事件）

(1)控訴事件

(2)建築請負及び工事請負に関する

１
１
個
樫

控訴事件（請求原因又は抗弁で
暇疵の主張のある事件に限
る。 ）

主 第一部の(3)及びは)と同じ

(法定合議事件を除くその余の事件）

１
１
１
１
１
０
１
剛
，

に
に
げ
鱈
⑨
’
’
’
０

丑

子

第一部の(5)から(7)までと
同じ

第一部の(8)から⑬までと
同じ

側訴えの提起前における証拠収集
処分事件

側証拠保全事件
㈹共助事件

⑰建築請負及び工事請負に関する
事件（請求原因又は抗弁で暇疵
の主張の．ある事件に限る。 ）

60分の10

全部

各4分の1

各18分の5

各4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

全 部

合議事件

間
鈴
吉
野

木
田
村

単独事件

●
●

史恵

秀雄
達二

詩穂

間 史恵

鈴木秀雄

吉田達
－

一

木

月・金

(臨時）

水

金
金

●
●
火
火



機密性2

(別表第2）
令和4年度千葉地方裁判所刑事部の裁判官の配置及び裁判事務の分配等

／
'

判事.(総） 第1 合議事

岡部 豪 1 法定合
分の2

2 裁判員

判事 3 刑事訴

品川しのぶ の9分の

4 次の事

（1） 刑等

判事 （2） 組緒

片岡理知 服申立

（3） 麻薬
条第3
冬挙り

雷今ロ
『
耐
門
口
、 しのふ

運鞘の9分0

冬の付与

目崎刑

の9分の

秘法第4
一一一グーー

寧汐L古争1』

冬窪ワエ百〃

時例法弟19条第4項及び巽

項により組織的犯罪処罰法漂
項の例によるとされた不服牢

4） 組臓的犯罪知

査請求事件

5） 麻薬特例法深
処罰法第62条
た審査請求事件

6） 裁判員の参力［
律第3条第1窄
事件，同法第3
1項又は第94
立事件及び同法
笛4Q冬笙0頭

准
零
鐸
申
注
記

Ｑ
求
条
議
同
拝

９
華
唄
２
異
辻
潅

ツo7Tﾘ孝認二FU

|こ基づく除外
5条第1項,
条第1項に基
第41条第2
1こ某づく裁半I

7~）q今十⑰

ヨの

その他法令により合議体で処理すべき專

件の9分の2

医療観察法第72条第1項の不服申立掌
件及び同法第73条第1項の異議申立事僻
のq4斗の'｡

|牛及ひ

勵関係

の単狂

判事の
7碇醤Q

『しIも年

独事偶

件の9

恨によ
喝げた

季T十早3出争1午

3 岡部 豪

品川しのぶ

事件 片岡理気

佐々木の 公

宮崎桃子

刀91分0

1分の2：

り処理す診
&､の左除く

七の他

(第1及
ql ‘令〃、

部 裁判官の配置 裁判事務の分配及ぴ割合 担当裁判官 開廷日等



機密性2

その他の學1午

次の(1), (2)の事件ごとにその各91分の
23，次の(3)ないし(9)の事件ごとにその各
9分の2

1) 医療観察法第33条第1項の申立事偶

2） 第28条(3)により同条(1)本文の例によ
るとされた事件

3） 執行猶予取消請求事件

4） 起訴前の証拠調事件・証拠保全事件

5） 共助事件（組織的犯罪処罰法第6章及
び麻薬特例法第6章の国際共助事件左隣

医原観祭抵

判事の権阪
理すべき事
（裁判官の
体で行う審
隆ざ 、

宏弟43

生第18
費用請才

会の起訂
是起及C
,こ関すそ

削官の楠
第2並
わ峰で

0朱の準玩舌畢1午

7条の2の不起訴裡
一fL

Oノ ブ｢u尹可

7）刑事訂
疑者の訂

3） 検察基

別・ての他葎

事件（第1
掲げた#〕の

、
●
刑
事
第
二
部

判事（総）

安藤範樹

判事

中尾佳久

判事

4 、

判事

林麻子

岩崎貴彦

判事補

石田太郎

第1 第一部の第1と同じ

第2 単独事件及びこれに準じて分配する事件

1 公安労働関係単独事件の91分の17

2 1以外の単独事件の91分の17

3 その他判事の権限により処理すべき事件
(第1及び第3に掲げたものを除く。 ）の
91分の17

第3 その他の事件

次の(1)ウ (2)の事件ごとにその各91分の
17

9分

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

，

の

次の(3)ないし(9)の事件ごとにその各
2

第一部の第3(1)から(9)までと同じ

範樹

佳久

麻子

貴彦

太郎

範樹

佳久

麻子

貴彦

合議事件

安藤

中尾

小林

岩崎

石田

単独事件

安藤

中尾

小林

岩崎

医療観察法上の
判事の権限で処
理すべき事件
(裁判官の合議
体で行う審理を
除く。）

安藤範樹

中尾佳久

小林麻子

岩崎貴彦

金
金
金
金
金
時
時
時
時

一
へ
一
一

月
月
月
月
月

随
随
随
随



機密性2

8
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Ｅ
舞
子
斗
汁

哲
哲
史
悠
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件

生
Ｅ
舞
子
斗
汁

哲
哲
史
悠
吉

醐
山
田
分
田
件

生
Ｅ
舞
子
斗
汁

哲
哲
史
悠
吉

醐
山
田
分
田
件

｜
玉
一
張

｜
玉
一
張

｜
玉
一
張

一
口
」
歪
穿
マ

目
肝
自
士

一
口
」
歪
穿
マ

目
肝
自
士

一
口
」
歪
穿
マ

目
肝
自
士

医療観察狂

判事の権賑
理すべき事
（裁判官の
体で行う審
隆ぐ 】

医療観察狂

判事の権賑
理すべき事
（裁判官の
体で行う審
隆ぐ 】

医療観察狂

判事の権賑
理すべき事
（裁判官の
体で行う審
隆ぐ 】

坐理 雪罰IC坐理 雪罰IC

Ⅸ 丘

Ｚ
’
Ｚ
’
Ｚ
’

｜
玉
｜
玉
｜
玉

1 合議事件及びこれに準じて分配する事偶

1 法定合議事件（2の事件を除く。 ）の9
分の1

2 裁判員裁判対象事件の9分の1。

3 刑事訴訟法第262条の付審判請求事伺
の9分の1

4 次の事件の9分の1

割く〃）雲1〃〕』

（･ノノ

犀奈 5 除斥事件及び忌避事件の9分の1
6 部において合議体で審判をする旨の激

他法令

分の1

観察注
同法課
7〕1

γ
心
〔
ご
堂

汗α

・ 医

件及
7〕q

Z朱弟1項のイ

条第1項の異謹

雲淵くり

亜
△
並
△



機密性2

口I
1

第3 医療観察法上α

分の 判事の権限で虹

の各 理すべき事件
（裁判官の合謹
体で行う審理を
陸／ 、

七の他の争1」

次の(1), (2)0
17,次の(3)ズ
9，今f7〕1

口
一

●

0

(総）…部総括裁判官

(特）…特例判事補

(兼）…兼補裁判官又は兼務配置裁判官

(職代）…職務代行裁判官

(代理）…代理裁判官

刑

Ｑ
Ｉ
ｇ
ｔ

事
第
五
部

判事（総）

守下 実

判事

友重雅裕

判事

廣瀬裕亮

判事補（特）

村井佳奈

判事補

高橋真歩

■■■■
判事

安重育巧美

第1 第一部の第1と同じ

第2 第二部の第2と同じ

第3 第二部の第3と同じ

実
裕
亮
奈
歩
実
裕
亮
奈

雅
裕
佳
真
・
雅
裕
佳

合議事件

守下

友重

廣瀬

村井

高橋

単独事件

守下

友重

廣瀬

村井

医療観察法上の
判事の権限で処
理すべき事件

(裁判官の合議
体で行う審理を
除く｡）

実
裕
亮
奈

雅
裕
佳

守下

友重

廣瀬

村井

金
金
金
金
金
時
時
時
時

～

一
一
一
へ

月
〃
月
月
月
月

随
随
随
随


